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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＰ網を用いて宛先端末と直接接続する第１の経路と、ＩＰ網を用いてＩＰ電話管理サ
ーバを経由して宛先端末と接続する第２の経路と、ＰＳＴＮ網を用いて宛先端末と接続す
る第３の経路とを有し、前記第１の経路又は前記第２の経路又は前記第３の経路により宛
先端末と接続して音声通話を行うＩＰ電話装置と、前記ＩＰ電話装置における前記第２の
経路を介した音声通話を管理するＩＰ電話管理サーバと、前記ＩＰ電話装置の問合せに応
じてＮＡＰＴＲリソースレコードを返送するＥＮＵＭサーバと、を具備するＩＰ電話シス
テムであって、前記ＩＰ電話装置は、ＩＰ網又はＰＳＴＮ網を介して音声通話を行う際、
宛先端末に対応するＮＡＰＴＲリソースレコードを前記ＥＮＵＭサーバに問い合わせ、前
記ＮＡＰＴＲリソースレコードを取得し、前記宛先端末がＳＩＰプロトコルに対応可能で
ある旨が前記ＮＡＰＴＲリソースレコードに登録されている場合には前記第１の経路によ
りＩＮＶＩＴＥメッセージを宛先端末に送信してＳＩＰプロトコルに従って直接呼制御を
行った後に音声通話を行い、ＳＩＰプロトコルに対応可能である旨が前記ＮＡＰＴＲリソ
ースレコードに登録されていなくてＰＳＴＮ網に対応可能である旨が登録されている場合
には当該宛先端末と前記第３の経路により直接呼制御を行った後に音声通話を行う一方、
前記ＮＡＰＴＲリソースレコードを取得できない場合には前記第２の経路によりＩＮＶＩ
ＴＥメッセージを前記ＩＰ電話管理サーバに送信し、当該ＩＰ電話管理サーバから宛先端
末と通話ができない旨を示すメッセージ以外のメッセージが返信されたとき、前記ＩＰ電
話管理サーバを介して宛先端末と音声通話を行うことを特徴とするＩＰ電話システム。
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【請求項２】
　前記ＥＮＵＭサーバは、インターネットプロバイダが備えることを特徴とする請求項１
に記載のＩＰ電話システム。
【請求項３】
　ＩＰ電話装置によるＩＰ網を介した音声通話を管理するＩＰ電話管理サーバ及びＩＰ電
話装置の問合せに応じてＮＡＰＴＲリソースレコードを返送するＥＮＵＭサーバに接続さ
れ、ＩＰ網を用いて宛先端末と直接接続する第１の経路と、ＩＰ網を用いて前記ＩＰ電話
管理サーバを経由して宛先端末と接続する第２の経路と、ＰＳＴＮ網を用いて宛先端末と
接続する第３の経路とにより宛先端末と接続して音声通話を行うＩＰ電話装置であって、
ＩＰ網又はＰＳＴＮ網を介して音声通話を行う際、宛先端末に対応するＮＡＰＴＲリソー
スレコードを前記ＥＮＵＭサーバに問い合わせ、前記ＮＡＰＴＲリソースレコードを取得
し、前記宛先端末がＳＩＰプロトコルに対応可能である旨が前記ＮＡＰＴＲリソースレコ
ードに登録されている場合には前記第１の経路によりＩＮＶＩＴＥメッセージを宛先端末
に送信してＳＩＰプロトコルに従って直接呼制御を行った後に音声通話を行い、ＳＩＰプ
ロトコルに対応可能である旨が前記ＮＡＰＴＲリソースレコードに登録されていなくてＰ
ＳＴＮ網に対応可能である旨が登録されている場合には当該宛先端末と前記第３の経路に
より直接呼制御を行った後に音声通話を行う一方、前記ＮＡＰＴＲリソースレコードを取
得できない場合には前記第２の経路によりＩＮＶＩＴＥメッセージを前記ＩＰ電話管理サ
ーバに送信し、当該ＩＰ電話管理サーバから宛先端末と通話ができない旨を示すメッセー
ジ以外のメッセージが返信されたとき、前記ＩＰ電話管理サーバを介して宛先端末と音声
通話を行うことを特徴とするＩＰ電話装置。
【請求項４】
　ＩＰ網を用いて宛先端末と直接接続する第１の経路と、ＩＰ網を用いてＩＰ電話管理サ
ーバを経由して宛先端末と接続する第２の経路と、ＰＳＴＮ網を用いて宛先端末と接続す
る第３の経路とを有し、前記第１の経路又は前記第２の経路又は前記第３の経路により宛
先端末と接続して音声通話を行うＩＰ電話装置と、前記ＩＰ電話装置における前記第２の
経路を介した音声通話を管理するＩＰ電話管理サーバと、前記ＩＰ電話装置の問合せに応
じてＮＡＰＴＲリソースレコードを返送するＥＮＵＭサーバと、を用いた通話方法であっ
て、前記ＩＰ電話装置からＩＰ網又はＰＳＴＮ網を介して音声通話を行う際、宛先端末に
対応するＮＡＰＴＲリソースレコードの問合せを前記ＥＮＵＭサーバに行い、前記ＮＡＰ
ＴＲリソースレコードを取得し、前記宛先端末がＳＩＰプロトコルに対応可能である旨が
前記ＮＡＰＴＲリソースレコードに登録されている場合には前記第１の経路によりＩＮＶ
ＩＴＥメッセージを宛先端末に送信してＳＩＰプロトコルに従って直接呼制御を行った後
に音声通話を行い、ＳＩＰプロトコルに対応可能である旨が前記ＮＡＰＴＲリソースレコ
ードに登録されていなくてＰＳＴＮ網に対応可能である旨が登録されている場合には当該
宛先端末と前記第３の経路により直接呼制御を行った後に音声通話を行う一方、前記ＮＡ
ＰＴＲリソースレコードを取得できない場合には前記第２の経路によりＩＮＶＩＴＥメッ
セージを前記ＩＰ電話管理サーバに送信し、当該ＩＰ電話管理サーバから宛先端末と通話
ができない旨を示すメッセージ以外のメッセージが返信されたとき、前記ＩＰ電話管理サ
ーバを介して宛先端末と音声通話を行うことを特徴とする通話方法。
【請求項５】
　前記ＥＮＵＭサーバは、インターネットプロバイダが備えることを特徴とする請求項４
に記載の通話方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＰ網を介して通話するＩＰ電話システム、ＩＰ電話装置及び通話方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、インターネットの急速な普及に伴い、ＩＰ網上で音声通話を可能とするＩＰ電話
装置（以下、「ＩＰ電話」という）も急速に普及している。かかるＩＰ電話の急速な普及
に伴い、メディアストリームが成立したにも関わらず、通話が成り立たないという事態を
回避する技術が提案されている（例えば、特許文献１参照）。かかる提案は、ＩＰ網側が
輻輳している状態において発生し得る課題を解決しようとするものであるが、この輻輳状
態においてはＩＰ網側に設置されたＣＡ（Call Agent）の負荷が大きくならざるを得ない
。このため、現在、ＩＰ網側に設置されたＣＡの負荷を軽減させることが要請されている
。
【０００３】
　図９は、従来のＩＰ電話を用いた場合に利用される通話の経路を示す図である。以下、
同図に示すＩＰ電話Ａ９０１とＩＰ電話Ｂ９０２との間で通話する場合の経路について説
明する。
【０００４】
　なお、図９において、ＩＰ電話Ａ９０１及びＩＰ電話Ｂ９０２は、それぞれ異なるプロ
バイダと契約しているものとし、また、それぞれ異なるキャリアが有するＣＡにより管理
されるものとする。ＩＰ電話Ａ９０１及びＩＰ電話Ｂ９０２は、ＩＰ網及びＰＳＴＮ網を
介して音声通話が可能な機能を有している。また、ＣＡは、ＳＩＰ(Session Initiation 
Protocol)サーバとしての機能を有するものとする。
【０００５】
　ＩＰ電話Ａ９０１がＩＰ電話Ｂ９０２との間で通話をする場合、ＩＰ網を介して通話を
する場合と、公衆回線交換網（以下、「ＰＳＴＮ網」という）を介して行う場合とがある
。
【０００６】
　ＩＰ網を介して通話を行う場合、ＩＰ電話Ａ９０１は、モデムＡ９０３を介してキャリ
アＡが有するＣＡ９０４に宛先端末（ＩＰ電話Ｂ９０２）の情報を含む「ＩＮＶＩＴＥ」
メッセージを送出する。ＣＡ９０４では、宛先端末が管理対象の端末でないため、当該宛
先端末を管理するＣＡを検索する。検索の結果、キャリアＢが有するＣＡ９０５を認識し
、先の「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを送出する。ＣＡ９０５では、この「ＩＮＶＩＴＥ」
メッセージの内容に応じてＩＰ電話Ｂ９０２に送出する。ＩＰ電話Ｂ９０２は、この「Ｉ
ＮＶＩＴＥ」メッセージをモデムＢ９０６を介して受け取る。「ＩＮＶＩＴＥ」メッセー
ジを受け取った後、ＳＩＰに規定されるメッセージをＩＰ電話Ａ９０１とＩＰ電話Ｂ９０
２との間で交換し、その後、通話可能状態となる。
【０００７】
　一方、ＰＳＴＮ網を介して通話を行う場合、ＩＰ電話Ａ９０１は、ＩＰ電話Ｂ９０２の
電話番号を入力して発呼する。すると、ＩＰ電話Ａ９０１からＰＳＴＮ網を経由してＩＰ
電話Ｂ９０２に着信する。そして、ＩＰ電話Ｂ９０２で受話器を上げるなどの対応がある
と、ＩＰ電話Ａ９０１とＩＰ電話Ｂ９０２との間の回線が確立し、その後、通話可能状態
となる。
【０００８】
　なお、図９においては、ＩＰ電話Ａ９０１から携帯電話網やＰＳＴＮ網上に存在する端
末と通話する場合の通話経路も示している。その場合、ＩＰ電話Ａ９０１からの音声デー
タは、ＭＧ（Media Gateway）９０７においてＰＳＴＮ網又は携帯電話網で必要な形態に
変換された後、交換機９０８を介してＰＳＴＮ網又は携帯電話網に送出される。
【０００９】
　また、ＩＰ網を介して通話を行う場合において、ＩＰ網に何らかの問題が発生した場合
には、ＣＡ９０４は、ＩＰ網以外の網を迂回して通話を行わせる。例えば、ＰＳＴＮ網を
迂回して通話を行わせる場合には、ＩＰ電話Ａ９０１からの音声データは、上述の場合と
同様にＭＧ９０７及び交換機９０８を介してＰＳＴＮ網に送出される。そして、キャリア
Ｂの交換機９０９及びＭＧ９１０を介してＩＰ電話Ｂ９０２に送出される。
【００１０】
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　図１０は、ＩＰ網を介して通話を行う場合のシーケンスについて示す図である。
【００１１】
　ＩＰ電話Ａ９０１でダイヤル発呼されると、ＣＡ９０４に対して「ＩＮＶＩＴＥ」メッ
セージが送出される。ＣＡ９０４は、この「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージをＣＡ９０５に送
出すると共に、ＩＰ電話Ａ９０１に「１００ｔｒｙｉｎｇ」メッセージを送出する。同様
に、ＣＡ９０５は、この「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージをＩＰ電話Ｂ９０２に送出すると共
に、ＣＡ９０４に「１００ｔｒｙｉｎｇ」メッセージを送出する。
【００１２】
　ＩＰ電話Ｂ９０２は、この「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを受け取ると、「１００ｔｒｙ
ｉｎｇ」メッセージを送出した後、「１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ」メッセージをＣＡ９０５に
送出する。また、この「１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ」メッセージを送出すると共に、着信音を
鳴動させる。ＣＡ９０５は、この「１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ」メッセージをＣＡ９０４に送
出する。ＣＡ９０４は、この「１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ」メッセージをＩＰ電話Ａ９０１に
送出する。ＩＰ電話Ａ９０１では、この「１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ」メッセージに応じて呼
出音を鳴動させる。
【００１３】
　着信音に応じてＩＰ電話Ｂ９０２においてオフフック動作等か検出されると、ＩＰ電話
Ｂ９０２は、これに応じてＣＡ９０５に対して接続許可を示す「２００ＯＫ」メッセージ
を送出する。ＣＡ９０５は、この「２００ＯＫ」メッセージをＣＡ９０４に送出する。Ｃ
Ａ９０４は、この「２００ＯＫ」メッセージをＩＰ電話Ａ９０１に送出する。
【００１４】
　この「２００ＯＫ」メッセージを受けると、ＩＰ電話Ａ９０１は、「ＡＣＫ」メッセー
ジをＣＡ９０４に送出する。ＣＡ９０４は、この「ＡＣＫ」メッセージをＣＡ９０５に送
出する。ＣＡ９０５は、この「ＡＣＫ」メッセージをＩＰ電話Ｂ９０２に送出する。ＩＰ
電話Ｂ９０２がこの「ＡＣＫ」メッセージを受け取ると、ＩＰ網を介してＩＰ電話Ａ９０
１とＩＰ電話Ｂ９０２との間で通話可能状態となる。
【特許文献１】特開２００３－３３３１０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、上述のようにＩＰ網を介して通話を行う場合には、ＣＡが「ＩＮＶＩＴ
Ｅ」メッセージや「２００ＯＫ」メッセージといった全てのメッセージを発呼先の端末又
は他のＣＡに中継する必要があるため、ＣＡの負荷が過大となり、今後更にＩＰ電話の普
及していく環境下においては今後更に深刻になるという問題がある。
【００１６】
　また、ＰＳＴＮ網を介して通話を行う場合においても、発呼元のＩＰ電話に宛先端末が
ＰＳＴＮ経由で通話を行う端末であると予め設定されていない場合には、発呼の際にＣＡ
に対して所定信号（例えば、ＳＩＰにおける「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージ）が送出される
。ＣＡにおいては、この所定信号に対応することとなるため、上述の問題と合わせて更に
負荷が過大となるという問題がある。
【００１７】
　かかる問題にはＣＡの処理能力を拡大することで対応することも考えられる。しかし、
このような対応策においてはかかる処理能力を有するＣＡの実現に莫大なコストを要する
こととなり、ひいてはかかるコストを利用者に負担させることも考えられ、ＩＰ電話シス
テムの普及の支障にもなりかねない。
【００１８】
　本発明は、かかる問題点に鑑みて為されたものであり、ＩＰ網上に設置されたＣＡの負
荷を軽減しつつ、莫大なコストを必要としないでＩＰ電話システムの更なる普及を実現す
ることができるＩＰ電話システム、ＩＰ電話装置及び通話方法を提供することを目的とす
る。
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【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明は、ＩＰ網を用いて宛先端末と直接接続する第１の経路と、ＩＰ網を用いてＩＰ
電話管理サーバを経由して宛先端末と接続する第２の経路と、ＰＳＴＮ網を用いて宛先端
末と接続する第３の経路とを有し、前記第１の経路又は前記第２の経路又は前記第３の経
路により宛先端末と接続して音声通話を行うＩＰ電話装置と、前記ＩＰ電話装置における
前記第２の経路を介した音声通話を管理するＩＰ電話管理サーバと、前記ＩＰ電話装置の
問合せに応じてＮＡＰＴＲリソースレコードを返送するＥＮＵＭサーバと、を具備するＩ
Ｐ電話システムであって、前記ＩＰ電話装置は、ＩＰ網又はＰＳＴＮ網を介して音声通話
を行う際、宛先端末に対応するＮＡＰＴＲリソースレコードを前記ＥＮＵＭサーバに問い
合わせ、前記ＮＡＰＴＲリソースレコードを取得し、前記宛先端末がＳＩＰプロトコルに
対応可能である旨が前記ＮＡＰＴＲリソースレコードに登録されている場合には前記第１
の経路によりＩＮＶＩＴＥメッセージを宛先端末に送信してＳＩＰプロトコルに従って直
接呼制御を行った後に音声通話を行い、ＳＩＰプロトコルに対応可能である旨が前記ＮＡ
ＰＴＲリソースレコードに登録されていなくてＰＳＴＮ網に対応可能である旨が登録され
ている場合には当該宛先端末と前記第３の経路により直接呼制御を行った後に音声通話を
行う一方、前記ＮＡＰＴＲリソースレコードを取得できない場合には前記第２の経路によ
りＩＮＶＩＴＥメッセージを前記ＩＰ電話管理サーバに送信し、当該ＩＰ電話管理サーバ
から宛先端末と通話ができない旨を示すメッセージ以外のメッセージが返信されたとき、
前記ＩＰ電話管理サーバを介して宛先端末と音声通話を行うようにしたものである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係るＩＰ電話システム、ＩＰ電話装置及び通話方法によれば、ＩＰ網上に設置
されたＣＡの負荷を軽減しつつ、莫大なコストを必要としないでＩＰ電話システムの更な
る普及を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明の第１の態様に係るＩＰ電話システムは、ＩＰ網を用いて宛先端末と直接接続す
る第１の経路と、ＩＰ網を用いてＩＰ電話管理サーバを経由して宛先端末と接続する第２
の経路と、ＰＳＴＮ網を用いて宛先端末と接続する第３の経路とを有し、前記第１の経路
又は前記第２の経路又は前記第３の経路により宛先端末と接続して音声通話を行うＩＰ電
話装置と、前記ＩＰ電話装置における前記第２の経路を介した音声通話を管理するＩＰ電
話管理サーバと、前記ＩＰ電話装置の問合せに応じてＮＡＰＴＲリソースレコードを返送
するＥＮＵＭサーバと、を具備するＩＰ電話システムであって、前記ＩＰ電話装置は、Ｉ
Ｐ網又はＰＳＴＮ網を介して音声通話を行う際、宛先端末に対応するＮＡＰＴＲリソース
レコードを前記ＥＮＵＭサーバに問い合わせ、前記ＮＡＰＴＲリソースレコードを取得し
、前記宛先端末がＳＩＰプロトコルに対応可能である旨が前記ＮＡＰＴＲリソースレコー
ドに登録されている場合には前記第１の経路によりＩＮＶＩＴＥメッセージを宛先端末に
送信してＳＩＰプロトコルに従って直接呼制御を行った後に音声通話を行い、ＳＩＰプロ
トコルに対応可能である旨が前記ＮＡＰＴＲリソースレコードに登録されていなくてＰＳ
ＴＮ網に対応可能である旨が登録されている場合には当該宛先端末と前記第３の経路によ
り直接呼制御を行った後に音声通話を行う一方、前記ＮＡＰＴＲリソースレコードを取得
できない場合には前記第２の経路によりＩＮＶＩＴＥメッセージを前記ＩＰ電話管理サー
バに送信し、当該ＩＰ電話管理サーバから宛先端末と通話ができない旨を示すメッセージ
以外のメッセージが返信されたとき、前記ＩＰ電話管理サーバを介して宛先端末と音声通
話を行う構成を採る。
【００２４】
　この構成によれば、ＥＮＵＭサーバからＮＡＰＴＲリソースレコードを取得した場合に
は当該ＮＡＰＴＲリソースレコードの内容に従ってＩＰ網又はＰＳＴＮ網を介して宛先端
末との間で直接呼制御を行った後に音声通話が行われる一方、ＮＡＰＴＲリソースレコー
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ドを取得できない場合にはＩＰ電話管理サーバを介してＩＰ網により宛先端末との間で呼
制御を行った後に音声通話が行われる。これにより、ＩＰ電話管理サーバにより行われる
呼制御が低減されると共に、ＩＰ電話管理サーバによる呼制御を必要としない、ＩＰ網経
由の音声通話が実現される。この結果、ＩＰ電話管理サーバの負荷を軽減しつつ、ＩＰ網
を介した音声通話の処理量を大きくすることができる。また、ＥＮＵＭサーバは、それ自
体で呼制御を行わず、ＮＡＰＴＲリソースレコードを返送するのみである。呼制御は、Ｉ
Ｐ電話と宛先端末との間で行われるので、ＩＰ電話管理サーバと比較して構築に要するコ
ストを小さくすることができる。この結果、莫大なコストを必要としないでＩＰ電話シス
テムの更なる普及を実現することができる。
【００２５】
　また、ＮＡＰＴＲリソースレコードにＰＳＴＮ網を用いた音声通話を示す内容が登録さ
れている場合には、ＰＳＴＮ網を介して音声通話が行われる。これにより、宛先端末がＰ
ＳＴＮ網経由で発信する端末であるにも関わらず、ＩＰ電話装置がＩＰ電話管理サーバに
呼制御を行う事態が回避される。この結果、さらにＩＰ電話管理サーバの負荷を軽減する
ことができる。
【００３０】
　本発明の第２の態様は、第１の態様に係るＩＰ電話システムにおいて、前記ＥＮＵＭサ
ーバは、インターネットプロバイダが備える構成を採る。
【００３１】
　この構成によれば、インターネットプロバイダによりＥＮＵＭサーバが運営される。こ
れにより、インターネットプロバイダにおいては、キャリアの設備等の貸与に要していた
費用が削減されるので、当該ＥＮＵＭサーバの利用率を向上させようと努めると考えられ
る。この結果、キャリアがＥＮＵＭサーバを備える場合と比較して、ＩＰ電話システムが
より普及されるという効果が期待できる。
【００３４】
　本発明の第３の態様に係るＩＰ電話装置は、ＩＰ電話装置によるＩＰ網を介した音声通
話を管理するＩＰ電話管理サーバ及びＩＰ電話装置の問合せに応じてＮＡＰＴＲリソース
レコードを返送するＥＮＵＭサーバに接続され、ＩＰ網を用いて宛先端末と直接接続する
第１の経路と、ＩＰ網を用いて前記ＩＰ電話管理サーバを経由して宛先端末と接続する第
２の経路と、ＰＳＴＮ網を用いて宛先端末と接続する第３の経路とにより宛先端末と接続
して音声通話を行うＩＰ電話装置であって、ＩＰ網又はＰＳＴＮ網を介して音声通話を行
う際、宛先端末に対応するＮＡＰＴＲリソースレコードを前記ＥＮＵＭサーバに問い合わ
せ、前記ＮＡＰＴＲリソースレコードを取得し、前記宛先端末がＳＩＰプロトコルに対応
可能である旨が前記ＮＡＰＴＲリソースレコードに登録されている場合には前記第１の経
路によりＩＮＶＩＴＥメッセージを宛先端末に送信してＳＩＰプロトコルに従って直接呼
制御を行った後に音声通話を行い、ＳＩＰプロトコルに対応可能である旨が前記ＮＡＰＴ
Ｒリソースレコードに登録されていなくてＰＳＴＮ網に対応可能である旨が登録されてい
る場合には当該宛先端末と前記第３の経路により直接呼制御を行った後に音声通話を行う
一方、前記ＮＡＰＴＲリソースレコードを取得できない場合には前記第２の経路によりＩ
ＮＶＩＴＥメッセージを前記ＩＰ電話管理サーバに送信し、当該ＩＰ電話管理サーバから
宛先端末と通話ができない旨を示すメッセージ以外のメッセージが返信されたとき、前記
ＩＰ電話管理サーバを介して宛先端末と音声通話を行う構成を採る。
【００３５】
　この構成によれば、ＥＮＵＭサーバからＮＡＰＴＲリソースレコードを取得した場合に
は当該ＮＡＰＴＲリソースレコードの内容に従ってＩＰ網又はＰＳＴＮ網を介して宛先端
末との間で直接呼制御を行った後に音声通話が行われる一方、ＮＡＰＴＲリソースレコー
ドを取得できない場合にはＩＰ電話管理サーバを介してＩＰ網により宛先端末との間で呼
制御を行った後に音声通話が行われる。これにより、ＩＰ電話管理サーバにより行われる
呼制御が低減されると共に、ＩＰ電話管理サーバによる呼制御を必要としない、ＩＰ網経
由の音声通話が実現される。この結果、ＩＰ電話管理サーバの負荷を軽減しつつ、ＩＰ網
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を介した音声通話の処理量を大きくすることができる。また、ＥＮＵＭサーバは、それ自
体で呼制御を行わず、ＮＡＰＴＲリソースレコードを返送するのみである。呼制御は、Ｉ
Ｐ電話と宛先端末との間で行われるので、ＩＰ電話管理サーバと比較して構築に要するコ
ストを小さくすることができる。この結果、莫大なコストを必要としないでＩＰ電話シス
テムの更なる普及を実現することができる。
【００３６】
　また、ＮＡＰＴＲリソースレコードにＰＳＴＮ網を用いた音声通話を示す内容が登録さ
れている場合には、ＰＳＴＮ網を介して音声通話が行われる。これにより、宛先端末がＰ
ＳＴＮ網経由で発信する端末であるにも関わらず、ＩＰ電話装置がＩＰ電話管理サーバに
呼制御を行う事態が回避される。この結果、さらにＩＰ電話管理サーバの負荷を軽減する
ことができる。
【００４２】
　本発明の第４の態様に係る通話方法は、ＩＰ網を用いて宛先端末と直接接続する第１の
経路と、ＩＰ網を用いてＩＰ電話管理サーバを経由して宛先端末と接続する第２の経路と
、ＰＳＴＮ網を用いて宛先端末と接続する第３の経路とを有し、前記第１の経路又は前記
第２の経路又は前記第３の経路により宛先端末と接続して音声通話を行うＩＰ電話装置と
、前記ＩＰ電話装置における前記第２の経路を介した音声通話を管理するＩＰ電話管理サ
ーバと、前記ＩＰ電話装置の問合せに応じてＮＡＰＴＲリソースレコードを返送するＥＮ
ＵＭサーバと、を用いた通話方法であって、前記ＩＰ電話装置からＩＰ網又はＰＳＴＮ網
を介して音声通話を行う際、宛先端末に対応するＮＡＰＴＲリソースレコードの問合せを
前記ＥＮＵＭサーバに行い、前記ＮＡＰＴＲリソースレコードを取得し、前記宛先端末が
ＳＩＰプロトコルに対応可能である旨が前記ＮＡＰＴＲリソースレコードに登録されてい
る場合には前記第１の経路によりＩＮＶＩＴＥメッセージを宛先端末に送信してＳＩＰプ
ロトコルに従って直接呼制御を行った後に音声通話を行い、ＳＩＰプロトコルに対応可能
である旨が前記ＮＡＰＴＲリソースレコードに登録されていなくてＰＳＴＮ網に対応可能
である旨が登録されている場合には当該宛先端末と前記第３の経路により直接呼制御を行
った後に音声通話を行う一方、前記ＮＡＰＴＲリソースレコードを取得できない場合には
前記第２の経路によりＩＮＶＩＴＥメッセージを前記ＩＰ電話管理サーバに送信し、当該
ＩＰ電話管理サーバから宛先端末と通話ができない旨を示すメッセージ以外のメッセージ
が返信されたとき、前記ＩＰ電話管理サーバを介して宛先端末と音声通話を行うものであ
る。
【００４５】
　本発明の第５の態様は、第４の態様に係る通話方法において、前記ＥＮＵＭサーバは、
インターネットプロバイダが備えるものである。
【００４６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００４７】
　図１は、本発明の一実施の形態に係るＩＰ電話システムが適用されるネットワークの構
成を示す図である。
【００４８】
　図１においては、それぞれ異なるプロバイダと契約しているＩＰ電話Ａ１０１と、ＩＰ
電話Ｂ１０２とが通話する場合に必要となるネットワークの構成について示している。Ｉ
Ｐ電話Ａ１０１は、プロバイダＡ１０３と契約しており、ＩＰ電話Ｂ１０２は、プロバイ
ダＢ１０４と契約している。また、プロバイダＡ、Ｂ間もＩＰ網により接続している。Ｉ
Ｐ電話Ａ１０１及びＩＰ電話Ｂ１０２は、ＩＰ網及びＰＳＴＮ網を介して音声通話が可能
な機能を有している。
【００４９】
　また、ＩＰ電話Ａ１０１及びＩＰ電話Ｂ１０２は、それぞれ異なるキャリアが有する、
ＩＰ電話管理サーバとしてのＣＡにより管理されている。ＩＰ電話Ａ１０１は、キャリア
Ａ１０５が有するＣＡ１０６に管理され、ＩＰ電話Ｂ１０２は、キャリアＢ１０７が有す
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るＣＡ１０８に管理されている。ＣＡ１０６及びＣＡ１０８は、それぞれＩＰ電話Ａ１０
１及びＩＰ電話Ｂ１０２におけるＩＰ網を介した音声通話を管理する。なお、ＣＡ１０６
及びＣＡ１０８は、それぞれＳＩＰ(Session Initiation Protocol)サーバとしての機能
を有する。
【００５０】
　プロバイダＡ１０３は、ＥＮＵＭ（E.164 telephone Number Mapping）サーバ１０９並
びにＤＮＳ（Domain Name System）サーバ１１０として機能する端末を備えている。例え
ば、ＥＮＵＭサーバ１０９やＤＮＳサーバ１１０は、データベースを管理可能なソフトウ
ェアを搭載したパーソナルコンピュータ(以下、「ＰＣ」という)で実現される。プロバイ
ダＢ１０４も、プロバイダＡ１０３と同様に、ＥＮＵＭサーバ１１１及びＤＮＳサーバ１
１２を備えている。なお、ＥＮＵＭサーバとＤＮＳサーバとを分けずに一つのサーバが両
方の機能を備えるようにしてもよい。
【００５１】
　かかる構成を有するネットワークにおいてＩＰ電話Ａ１０１がＩＰ電話Ｂ１０２との間
で通話をする場合、本実施の形態に係るＩＰ電話システムにおいては、図１に示すように
、ＩＰ網を介して通話をする場合及びＰＳＴＮ網を介して行う場合がある。さらに、本実
施の形態に係るＩＰ電話システムにおいては、ＩＰ網上に構築される網であって、プロバ
イダが備えるＥＮＵＭサーバが提供するＮＡＰＴＲリソースレコードに基づいてＩＰ網上
で音声通話が可能となる網（以下、「ＥＮＵＭ網」という）を介して行う場合がある。以
下においては、キャリアが有するＣＡにより管理されるＩＰ電話間の音声通話が行われる
網をＩＰ網と呼ぶ一方、ＥＮＵＭサーバが提供するＮＡＰＴＲリソースレコードに基づい
てＩＰ電話間の音声通話が行われる網をＥＮＵＭ網と呼ぶものとし、これらを区別する。
【００５２】
　ＩＰ網を介して通話を行う場合、ＩＰ電話Ａ１０１は、モデムＡ１１３を介してＣＡ１
０６に宛先端末（ＩＰ電話Ｂ１０２）の情報を含む「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを送出す
る。ＣＡ１０６では、宛先端末が管理対象の端末でないため、当該宛先端末を管理するＣ
Ａを検索する。検索の結果、ＣＡ１０８を認識し、先の「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを送
出する。ＣＡ１０８では、この「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージの内容に応じてＩＰ電話Ｂ１
０２に送出する。ＩＰ電話Ｂ１０２は、この「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージをモデムＢ１１
４を介して受け取る。「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを受け取った後、ＳＩＰに規定される
メッセージをＩＰ電話Ａ１０１とＩＰ電話Ｂ１０２との間で直接交換し、その後、通話可
能状態となる。
【００５３】
　ＰＳＴＮ網を介して通話を行う場合、ＩＰ電話Ａ１０１は、ＩＰ電話Ｂ１０２の電話番
号を入力して発呼する。すると、ＩＰ電話Ａ１０１からＰＳＴＮ網を経由してＩＰ電話Ｂ
１０２に着信する。そして、ＩＰ電話Ｂ１０２で受話器を上げるなどの対応があると、Ｉ
Ｐ電話Ａ１０１とＩＰ電話Ｂ１０２との間の回線が確立し、その後、通話可能状態となる
。
【００５４】
　なお、ＰＳＴＮ網を介して通話を行う場合には、原則として事前に発呼元のＩＰ電話Ａ
１０１にＥＮＵＭサーバへの問い合わせを行わないようにする設定が必要となる。かかる
設定が行われていない場合には、後述するように発呼元のＩＰ電話Ａ１０１は、ＥＮＵＭ
サーバ１０９にＮＡＰＴＲリソースレコードを問い合わせることとなる。
【００５５】
　ＥＮＵＭ網を介して通話を行う場合、ＩＰ電話Ａ１０１は、宛先端末（ＩＰ電話Ｂ１０
２）のＮＡＰＴＲリソースレコードをＥＮＵＭサーバ１０９に問い合わせる。かかるＮＰ
ＴＲリソースレコードで対応可能なサービスとしてＳＩＰが登録されている場合には、Ｉ
Ｐ電話Ａ１０１は、ＩＰ電話Ｂ１０２に対して「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを送出する。
ＩＰ電話Ｂ１０２でこの「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを受け取った後、ＳＩＰに規定され
るメッセージをＩＰ電話Ａ１０１とＩＰ電話Ｂ１０２との間で交換し、その後、通話可能
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状態となる。なお、ＥＮＵＭ網を介して通話を行う場合の詳細な処理については後述する
。
【００５６】
　なお、図１においては、ＩＰ電話Ａ１０１（ＩＰ電話Ｂ１０２）から携帯電話網やＰＳ
ＴＮ網上に存在する端末と通話する場合の通話経路も示している。その場合、ＩＰ電話Ａ
１０１からの音声データは、ＭＧ（Media Gateway）１１５においてＰＳＴＮ網又は携帯
電話網で必要な形態に変換された後、交換機１１６を介してＰＳＴＮ網又は携帯電話網に
送出される。
【００５７】
　また、ＩＰ網を介してＩＰ電話Ａ１０１とＩＰ電話Ｂ１０２との間で通話を行う場合に
おいて、ＩＰ網に何らかの問題が発生した場合には、ＣＡ１０６（１０８）は、ＩＰ網以
外の網を迂回して通話を行わせる。例えば、ＰＳＴＮ網を迂回して通話を行わせる場合に
は、ＩＰ電話Ａ１０１（ＩＰ電話Ｂ１０２）からの音声データは、上述の場合と同様にＭ
Ｇ１１５（ＭＧ１１７）及び交換機１１６(交換機１１８)を介してＰＳＴＮ網に送出され
る。そして、キャリアＢ１０７（キャリアＡ１０５）の交換機１１８（交換機１１６）及
びＭＧ１１７（ＭＧ１１６）を介してＩＰ電話Ｂ１０２（ＩＰ電話Ａ１０１）に送出され
る。
【００５８】
　図２は、本実施の形態に係るＩＰ電話システムを構成するＩＰ電話Ａ１０１の構成を示
すブロック図である。なお、ＩＰ電話Ｂ１０２についても同様の構成を有する。
【００５９】
　同図に示すように、本実施の形態に係るＩＰ電話Ａ１０１は、制御アダプタ２０１に通
常の電話機２０２を接続して構成される。ここで通常の電話機とは、ＩＰ網を介して音声
通話を行う機能を有しないＰＳＴＮ網による通話のみ可能な電話機をいうものとする。な
お、本実施の形態に係る制御アダプタ２０１は、２台の通常の電話機２０２を接続可能で
あり、各電話機をＩＰ電話として機能させることができる。なお、制御アダプタ２０１が
接続可能な電話機を３台以上にすることも当然に可能である。
【００６０】
　制御アダプタ２０１は、装置本体の全体を制御するＣＰＵ２０３を備えている。このＣ
ＰＵ２０３に制御バス２０４を介してＲＯＭ２０５及びＲＡＭ２０６が接続されている。
ＲＯＭ２０５には、ＣＰＵ２０３が読み込んで実行する本制御アダプタ２０１の制御プロ
グラムが格納されている。ＲＡＭ２０６は、ＣＰＵ２０３が制御プログラムを実行する際
のワークメモリとして機能する。なお、本制御アダプタ２０１においては、ＲＯＭ２０５
としてフラッシュＲＯＭを用い、ＲＡＭ２０６としてＳＤＲＡＭを用いる。
【００６１】
　また、ＣＰＵ２０３にポート２０７を介してクロスポイントミキサ２０８が接続されて
いる。クロスポイントミキサ２０８は、後述するＮＣＵを介して接続された２台の電話機
に提供する通話路の切換え機能及びミキシング機能を備える。
【００６２】
　クロスポイントミキサ２０８にＮＣＵ（Network Control Unit）２０９が接続されてい
る。ＮＣＵ２０９は、本制御アダプタ２０１に接続された電話回線を制御して通信相手と
の回線の接続又は切断を行う。
【００６３】
　さらに、ＣＰＵ２０３に制御バス２０４を介してＡ／Ｄ・Ｄ／ＡＣＯＤＥＣ２１０が接
続されている。Ａ／Ｄ・Ｄ／ＡＣＯＤＥＣ２１０は、電話機２０２から入力された音声デ
ータのアナログ／デジタル変換を行った後、圧縮処理を施す。一方、後述するＬＡＮコン
トローラを介して受け取った圧縮データを復元した後、デジタル／アナログ変換処理を施
す。
【００６４】
　さらに、ＣＰＵ２０３に制御バス２０４を介して２つのＬＡＮコントローラ２１１及び
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ＬＡＮコントローラ２１２が接続されている。ＬＡＮコントローラ２１１は、本制御アダ
プタ２０１が接続されたネットワークを構成するイーサネット（Ｒ）を介して接続された
ＩＰ電話やＰＣ等との間で通信される信号の制御を行う。なお、ネットワーク上を送信さ
れるパケットデータの組立て及び解析は、ＬＡＮコントローラ２１１によって行われる。
ＬＡＮコントローラ２１２は、本制御アダプタ２０１にイーサネット（Ｒ）を介して接続
されたＤＳＬモデム（モデムＡ）を介してＩＰ網やＥＮＵＭ網との間で通信される信号の
制御を行う。
【００６５】
　さらに、ＣＰＵ２０３に制御バス２０４を介してＰＳＴＮコントローラ２１３が接続さ
れている。ＰＳＴＮコントローラ２１３は、アナログインターフェイス（Ｉ／Ｆ）２１４
を介して接続されるＰＳＴＮ網との間で通信される信号の制御を行う。
【００６６】
　なお、以上の制御アダプタ２０１に通常の電話機を接続する形ではなく、ＩＰ電話Ａ１
０１でかかる構成を実現する場合には、本制御アダプタ２０１の機能を有する制御ボード
をＩＰ電話Ａ１０１に搭載することで実現可能である。
【００６７】
　図３は、本実施の形態に係るＩＰ電話システムを構成するＥＮＵＭサーバ１０９の構成
を示すブロック図である。なお、ＥＮＵＭサーバ１１１についても同様の構成を有する。
【００６８】
　同図に示すように、ＥＮＵＭサーバ１０９は、サーバ本体の全体を制御するＣＰＵ３０
１を備えている。このＣＰＵ３０１にメモリ３０２が接続されている。メモリ３０２は、
ＣＰＵ３０１が読み込んで実行する本ＥＮＵＭサーバ１０９の制御プログラムが格納され
るＲＯＭとしての機能と、ＣＰＵ３０１が制御プログラムを実行する際のワークメモリと
して機能するＲＡＭとしての機能とを備える。
【００６９】
　また、ＣＰＵ３０１にデータベース（ＤＢ）３０３が接続されている。ＤＢ３０３は、
後述するＮＡＰＴＲリソースレコードを登録している。ＣＰＵ３０１は、例えば、ＩＰ電
話Ａ１０１からＥ．１６４番号に基づいて問い合わせを受けると、ＤＢ３０３に登録され
たデータから該当するＮＡＰＴＲリソースレコードを検索して問い合わせをしてきたＩＰ
電話Ａ１０１に返す。
【００７０】
　さらに、ＣＰＵ３０１に入出力装置３０４が接続されている。入出力装置３０４は、例
えば、キーボード等の入力装置と、ディスプレイ等の出力装置とから構成される。入力装
置は、例えば、ＤＢ３０３に登録されるデータの内容を追加、編集する場合に利用される
。出力装置は、例えば、ＤＢ３０３に登録されるデータの内容をＥＮＵＭサーバ１０９の
管理者等が確認する場合に利用される。
【００７１】
　さらに、ＣＰＵ３０１にネットワークインターフェイス（Ｉ／Ｆ）３０５が接続されて
いる。ネットワークＩ／Ｆ３０５は、本ＥＮＵＭサーバ１０９が接続されるインターネッ
トとのインターフェイスである。
【００７２】
　図４は、本実施の形態に係るＥＮＵＭサーバ１０９のＤＢ３０３に登録されたＮＡＰＴ
Ｒリソースレコードの一例を示す図である。同図においては、図１に示すＩＰ電話Ｂ１０
２に対応するＮＡＰＴＲリソースレコードを含むＮＡＰＴＲリソースレコードが登録され
ている場合について示している。なお、ＩＰ電話Ｂ１０２には、電話番号「０３１０００
０００１」が対応付けられているものとする。
【００７３】
　図４においては、電話番号「０３１０００００００」、「０３１００００００１」及び
「０３１００００００３」から得られるドメイン名に対応するＮＡＰＴＲリソースレコー
ドが登録されている。図４においては、電話番号「０３１０００００００」から得られる
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ドメイン名「０．０．０．０．０．０．０．１．３．１．８．ｅ１６４．ａｒｐａ」に対
してＵＲＩ「８１３１０００００００＠ｔｏｋｙｏ．ｅｎｕｍｉｓｐ．ｊｐ」が対応付け
られている。また、電話番号「０３１００００００３」から得られるドメイン名「３．０
．０．０．０．０．０．１．３．１．８．ｅ１６４．ａｒｐａ」に対してＵＲＩ「８１３
１００００００３＠ｔｏｋｙｏ．ｅｎｕｍｉｓｐ．ｊｐ」が対応付けられている。
【００７４】
　さらに、電話番号「０３１００００００１」から得られるドメイン名「１．０．０．０
．０．０．０．１．３．１．８．ｅ１６４．ａｒｐａ」に２つのＵＲＩ「８１３１０００
０００１＠ｔｏｋｙｏ．ｅｎｕｍｉｓｐ．ｊｐ」及び「８１３１００００００１；ｓｖｃ
＝ｖｏｉｃｅ」が対応付けられている。すなわち、ＤＢ３０３には、ＩＰ電話Ｂ１０２に
対応して２つのＮＡＰＴＲリソースレコードが登録されている。
【００７５】
　この２つのＮＡＰＴＲリソースレコードのうち、第１行目にはＯｒｄｅｒフィールドに
「１００」と記述されている。また、ＳｅｒｖｉｃｅフィールドにＳＩＰに対応可能であ
る旨を示す「Ｅ２Ｕ＋ｓｉｐ」と記述されている。一方、第２行目にはＯｒｄｅｒフィー
ルドに「１００」より優先度の低い「２００」と記述されている。また、Ｓｅｒｖｉｃｅ
フィールドにＰＳＴＮ網による通話に対応可能である旨を示す「Ｅ２Ｕ＋ｔｅｌ」と記述
されている。
【００７６】
　図５は、本実施の形態に係るＩＰ電話システムにおいて、ＩＰ電話Ａ１０１からＩＰ電
話Ｂ１０２に発呼を行う場合の動作を説明するためのフロー図である。なお、図５に示す
フローを開始する際、ＥＮＵＭサーバ１０９のＤＢ３０３には、図４で説明したＮＡＰＴ
Ｒリソースレコードが登録されているものとする。
【００７７】
　ＩＰ電話Ａ１０１からＩＰ電話Ｂ１０２に発呼する場合、ＩＰ電話Ａ１０１のオペレー
タからＩＰ電話Ｂ１０２の電話番号が入力された後、発呼が指示される。具体的には、電
話番号「０３１００００００１」」あるいは「０３」を省略した「１００００００１」が
入力された後、発呼が指示される。
【００７８】
　電話番号を受け付けた後、発呼指示を受け付けると、ＩＰ電話Ａ１０１は、この電話番
号に対応するＮＡＰＴＲリソースレコードをＥＮＵＭサーバ１０９に対して問い合わせる
（ＳＴ５０１）。具体的には、ＩＰ電話Ａ１０１は、まず、オペレータが入力した「０３
１００００００１」を国番号付きのＥ．１６４番号である「＋８１－３－１００００００
１」に変換し、先頭の＋と数字を残して「＋８１３１００００００１」とする。そして、
数字以外の文字を抹消して数字間にドットを挿入して「８．１．３．１．０．０．０．０
．０．０．１」とする。次に、数字を逆順にして最後に文字列．ｅ１６４．ａｒｐａを追
加する。これにより、ドメイン名である「１．０．０．０．０．０．０．１．３．１．８
．ｅ１６４．ａｒｐａ」を得て、この文字列に対応するＮＡＰＴＲリソースレコードを問
い合わせる。
【００７９】
　そして、ＥＮＵＭサーバ１０９からの応答を待機する（ＳＴ５０２）。仮に応答がない
場合には、ＩＰ電話Ａ１０１は、通話失敗と判断し処理を終了する。例えば、通信回線の
不具合が発生したような場合に応答が得られない事態が発生する。ＤＢ３０３には、ＩＰ
電話Ｂ１０２に対応するＮＡＰＴＲリソースレコードが登録されているので、ＩＰ電話Ａ
１０１は応答を得る。
【００８０】
　応答があった場合には、宛先端末に対応するＮＡＰＴＲリソースレコードの登録がある
か判断する（ＳＴ５０３）。ＤＢ３０３には、ＩＰ電話Ｂ１０２に応じた文字列「１．０
．０．０．０．０．０．１．３．１．８．ｅ１６４．ａｒｐａ」に対応するＮＡＰＴＲリ
ソースレコードが登録されているので、宛先端末に対応するＮＡＰＴＲリソースレコード
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の登録があると判断される。
【００８１】
　宛先端末に対応するＮＡＰＴＲリソースレコードの登録があると判断されると、対応可
能なサービスにＳＩＰが返ってきたかを判断する（ＳＴ５０４）。具体的には、応答のあ
ったＮＡＰＴＲリソースレコードのＳｅｒｖｉｃｅフィールドにＳＩＰ（Ｅ２Ｕ＋ｓｉｐ
）が記述されているか判断する。文字列「１．０．０．０．０．０．０．１．３．１．８
．ｅ１６４．ａｒｐａ」に対応するＮＡＰＴＲリソースレコードにおけるＳｅｒｖｉｃｅ
フィールドには、第１行目にＳＩＰが記述されているため、対応可能なサービスの種類と
してＳＩＰが返ってきたと判断される。
【００８２】
　対応可能なサービスとしてＳＩＰが返ってきたと判断されると、ＩＰ電話Ａ１０１は、
ＳＩＰ　Ｐｅｅｒ＿ｔｏ＿Ｐｅｅｒによる通話を開始する（ＳＴ５０５）。これにより、
ＩＰ電話Ａ１０１とＩＰ電話Ｂ１０２との間で直接、図１に示すＥＮＵＭ網を用いてＳＩ
Ｐに規定された手順に従って通話が行われる。
【００８３】
　仮に、ＳＴ５０４において、対応可能なサービスにＳＩＰが返ってこないと判断される
と、今度は対応可能なサービスとしてＰＳＴＮ網による通話（ｔｅｌ）が返ってきたかを
判断する（ＳＴ５０６）。具体的には、応答のあったＮＡＰＴＲリソースレコードのＳｅ
ｒｖｉｃｅフィールドにｔｅｌ（Ｅ２Ｕ＋ｔｅｌ）が記述されているか判断する。文字列
「１．０．０．０．０．０．０．１．３．１．８．ｅ１６４．ａｒｐａ」に対応するＮＡ
ＰＴＲリソースレコードにおけるＳｅｒｖｉｃｅフィールドには、第２行目にｔｅｌが記
述されている。このため、何らかの理由でＳＩＰによる通話ができなかった場合には、続
いてこのＮＡＰＴＲリソースレコードが返される。したがって、この場合にはＳＴ５０６
において対応可能なサービスにｔｅｌが返ってきたと判断される。なお、ＳＴ５０６で対
応可能なサービスにｔｅｌが返ってこないと判断された場合には、ＩＰ電話Ａ１０１は、
通話失敗と判断し処理を終了する。
【００８４】
　ＳＴ５０６において、対応可能なサービスにｔｅｌが返ってきたと判断されると、ＩＰ
電話Ａ１０１は、ＰＳＴＮによる通話を開始する（ＳＴ５０７）。これにより、ＩＰ電話
Ａ１０１とＩＰ電話Ｂ１０２との間で直接、図１に示すＰＳＴＮ網を用いて通話が行われ
る。
【００８５】
　ところで、図４に示すＮＡＰＴＲリソースレコードが登録されている場合には移行しな
い処理となるが、ＳＴ５０３において宛先端末に対応するＮＡＰＴＲリソースレコードの
登録がないと判断された場合には、ＩＰ電話Ａ１０１は、ＳＩＰに規定された手順に従っ
てＣＡ１０６経由で発信を行う（ＳＴ５０８）。具体的には、まず、ＣＡ１０６に対して
宛先端末の情報を含む「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを送出する。
【００８６】
　仮に宛先端末がＩＰ電話Ｂ１０２とすると、上述のようにＩＰ電話Ｂ１０２は、ＣＡ１
０６により管理されていないため、ＣＡ１０６は、ＣＡ１０８にこの「ＩＮＶＩＴＥ」メ
ッセージを送出する。そして、ＣＡ１０８からこの「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを受けた
ＩＰ電話Ｂ１０２からの応答メッセージがＣＡ１０８及びＣＡ１０６を経由してＩＰ電話
Ａ１０１に返信される。
【００８７】
　ＳＴ５０９においては、かかるＣＡ１０６からの応答を待機している。仮に応答がない
場合にはＩＰ電話Ａ１０１は、通話失敗と判断し処理を終了する。ＳＴ５０２と同様に、
例えば、通信回線の不具合が発生したような場合に応答が得られない事態が発生する。
【００８８】
　一方、ＣＡ１０６から応答があった場合には、その応答において宛先端末と通話ができ
ない旨を示すメッセージが返ってきたか判断する（ＳＴ５１０）。例えば、先頭数字が「
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４」、「５」及び「６」の３桁のメッセージ、すなわち、「４＊＊」メッセージ、「５＊
＊」メッセージ及び「６＊＊」メッセージのうち、宛先端末と通話ができない旨を示すメ
ッセージが返ってきたか判断する。宛先端末と通話ができない旨を示すメッセージが返っ
てきたと判断されると、ＩＰ電話Ａ１０１は、通話失敗と判断し処理を終了する。
【００８９】
　宛先端末と通話ができない旨を示すメッセージ以外のメッセージが返ってきたと判断さ
れた場合、例えば、「１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ」メッセージ等が返ってきたと判断された場
合には、ＩＰ電話Ａ１０１は、ＣＡを経由してＩＰ網を用いた通話（ＩＰ電話）又はＩＰ
網からＰＳＴＮ網へ迂回して行う通話（ＩＰ－ＰＳＴＮ）を開始する（ＳＴ５１１）。こ
れにより、ＩＰ電話Ａ１０１とＩＰ電話Ｂ１０２との間で図１に示すＩＰ網を用いてＳＩ
Ｐに規定された手順に従って通話が行われる。また、何らかの理由でＣＡ１０６とＣＡ１
０８との通信ができない場合にはＰＳＴＮ網を経由して通話が行われる。
【００９０】
　以下、図５に示すフローにおいて、選択された通話経路毎のシーケンスについて説明す
る。
【００９１】
　図６～図８は、ＩＰ電話Ａ１０１とＩＰ電話Ｂ１０２との間で通話する場合において、
その通話の経路毎のシーケンスを示す図である。図６は、図１に示すＥＮＵＭ網を通話経
路に用いて通話が行われる場合のシーケンスを示し、図７は、図１に示すＰＳＴＮ網を通
話経路に用いて通話が行われる場合のシーケンスを示し、図８は、図１に示すＩＰ網を通
話経路に用いて通話が行われる場合のシーケンスを示している。
【００９２】
　まず、図６に沿ってＥＮＵＭ網を通話経路に用いて通話が行われる場合について説明す
る。
【００９３】
　図６に示すように、ＩＰ電話Ｂ１０２に発呼する際、ＩＰ電話Ａ１０１は、まず、オペ
レータからＩＰ電話Ｂ１０２の電話番号を受け付け、その電話番号に対応するＮＡＰＴＲ
リソースレコードをＥＮＵＭサーバ１０９に問い合わせる。ここでは、ＩＰ電話Ｂ１０２
がＳＩＰに対応可能であるものとする。ＩＰ電話Ａ１０１から問い合わせを受けると、Ｅ
ＮＵＭサーバ１０９は、ＩＰ電話Ｂ１０２がＳＩＰに対応可能である内容が記述されたＮ
ＡＰＴＲリソースレコードを返信する。このＮＡＰＴＲリソースレコードを受け取ること
で、ＩＰ電話Ａ１０１は、ＩＰ電話Ｂ１０２に対応するＵＲＩも認識する。
【００９４】
　ＮＡＰＴＲリソースレコードを受信すると、ＩＰ電話Ａ１０１は、ＩＰ電話Ｂ１０２の
ＩＰアドレスの検索をＤＮＳサーバ１１０に依頼する。具体的には、ＩＰ電話Ｂ１０２に
対応するＵＲＩを通知し、このＵＲＩに対応するＩＰアドレスを問い合わせる。ＤＮＳサ
ーバ１１０でＩＰ電話Ｂ１０２のＩＰアドレスを検索すると、ＤＮＳサーバ１１０は、そ
のＩＰアドレスをＩＰ電話Ａ１０１に通知する。
【００９５】
　ＩＰ電話Ｂ１０２のＩＰアドレスの通知を受けると、ＩＰ電話Ａ１０１は、ＣＡを介さ
ずに直接ＩＰ電話Ｂ１０２のＩＰアドレスに対して「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを送出す
る。このときの通信経路は、ＩＰ電話Ａ１０１～プロバイダＡ～プロバイダＢ～ＩＰ電話
Ｂ１０２である。この「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを受け取ると、ＩＰ電話Ｂ１０２は、
ＩＰ電話Ａ１０１に対して「１００ｔｒｙｉｎｇ」メッセージを送出する。「１００ｔｒ
ｙｉｎｇ」メッセージを送出した後、ＩＰ電話Ｂ１０２は、ＩＰ電話Ａ１０１に対して更
に「１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ」メッセージを送出する。ＩＰ電話Ｂ１０２においては、この
「１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ」メッセージの送出と共に着信音を鳴動させる。ＩＰ電話Ａ１０
１は、この「１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ」メッセージに応じて呼出音を鳴動させる。
【００９６】
　着信音に応じてＩＰ電話Ｂ１０２においてオフフック動作等か検出されると、ＩＰ電話
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Ｂ１０２は、これに応じてＩＰ電話Ａ１０１に対して接続許可を示す「２００ＯＫ」メッ
セージを送出する。この「２００ＯＫ」メッセージを受けると、ＩＰ電話Ａ１０１は、「
ＡＣＫ」メッセージをＩＰ電話Ｂ１０２に対して送出する。ＩＰ電話Ｂ１０２がこの「２
００ＯＫ」メッセージを受け取ると、図１に示すＥＮＵＭ網を介してＩＰ電話Ａ１０１と
ＩＰ電話Ｂ１０２との間で通話可能状態となる。
【００９７】
　このようにＥＮＵＭ網を通話経路に用いて通話が行われる際には、ＩＰ電話Ａ１０１と
ＩＰ電話Ｂ１０２との間で直接ＳＩＰに規定されるメッセージが交換される。したがって
、かかる通話経路が選択された場合には、ＣＡ１０６及びＣＡ１０８で呼制御を行う必要
がなくなるので、ＣＡ１０６及びＣＡ１０８における負荷を軽減することができる。
【００９８】
　なお、ＥＮＵＭ網を通話経路に用いて通話が行われる際には、ＣＡ１０６及びＣＡ１０
８における負荷を軽減する分、ＥＮＵＭサーバ１０９及びＥＮＵＭサーバ１１１の負荷が
過大になると考えられる。しかし、ＥＮＵＭサーバ１０９等における処理は、発呼元端末
からの問い合わせに応じてＮＡＰＴＲリソースレコードを返すのみであり、その通話にお
ける呼制御は発呼元端末と発呼先端末との間で直接行われる。したがって、ＣＡ１０６等
と異なり、その通話における呼制御を行うことはないので、ＣＡ１０６等のように、ＥＮ
ＵＭサーバ１０９等の負荷が過大になる事態は発生しない。
【００９９】
　次に、図７に沿ってＰＳＴＮ網を通話経路に用いて通話を行われる場合について説明す
る。
【０１００】
　図７に示すように、ＩＰ電話Ｂ１０２に発呼する際、ＩＰ電話Ａ１０１は、まず、オペ
レータからＩＰ電話Ｂ１０２の電話番号を受け付け、その電話番号に対応するＮＡＰＴＲ
リソースレコードをＥＮＵＭサーバ１０９に問い合わせる。ここでは、ＩＰ電話Ｂ１０２
がＰＳＴＮ網による通話（ｔｅｌ）に対応可能であるものとする。ＩＰ電話Ａ１０１から
問い合わせを受けると、ＥＮＵＭサーバ１０９は、ＩＰ電話Ｂ１０２がＰＳＴＮ網による
通話（ｔｅｌ）に対応可能である内容が記述されたＮＡＰＴＲリソースレコードを返信す
る。
【０１０１】
　ＮＡＰＴＲリソースレコードを受信すると、ＩＰ電話Ａ１０１は、ＰＳＴＮ網を介して
ＩＰ電話Ｂ１０２に対してダイヤル呼び出しを行う。このときの通信経路は、ＩＰ電話Ａ
１０１～ＰＳＴＮ網～ＩＰ電話Ｂ１０２である。このダイヤル呼び出しに応じてＩＰ電話
Ｂ１０２は、着信音を鳴動させると共に、ｒｉｎｇｉｎｇ信号をＩＰ電話Ａ１０１に対し
て送出する。ＩＰ電話Ａ１０１は、このｒｉｎｇｉｎｇ信号に応じて呼出音を鳴動させる
。
【０１０２】
　着信音に応じてＩＰ電話Ｂ１０２において受話器を上げるなどの動作等か検出されると
、ＩＰ電話Ｂ１０２は、これに応じてＩＰ電話Ａ１０１に対してその旨を通知する。この
通知と同時に、図１に示すＰＳＴＮ網を介してＩＰ電話Ａ１０１とＩＰ電話Ｂ１０２との
間で通話可能状態となる。
【０１０３】
　このようにＰＳＴＮ網を通話経路に用いて通話が行われる際には、まず、ＩＰ電話Ａ１
０１からＥＮＵＭサーバ１０９にＮＡＰＴＲリソースレコードを問い合わせ、ＩＰ電話Ｂ
１０２がＰＳＴＮ網による通話（ｔｅｌ）に対応可能である内容が記述されたＮＡＰＴＲ
リソースレコードを受信した場合には、直接、ＰＳＴＮ網を介してＩＰ電話Ｂ１０２に対
してダイヤル呼び出しを行う。したがって、仮にＩＰ電話Ａ１０１において、宛先端末（
ＩＰ電話Ｂ１０２）がＰＳＴＮ経由で通話を行う端末であると予め設定されていない場合
においても、発呼の際にＣＡ１０６に対して所定信号（例えば、ＳＩＰにおける「ＩＮＶ
ＩＴＥ」メッセージ）を送出する事態は確実に回避される。この結果、ＣＡ１０６の負荷
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を軽減することができる。
【０１０４】
　次に、図８に沿ってＣＡを経由したＩＰ網を通話経路に用いて通話を行われる場合につ
いて説明する。
【０１０５】
　図８に示すように、ＩＰ電話Ｂ１０２に発呼する際、ＩＰ電話Ａ１０１は、まず、オペ
レータからＩＰ電話Ｂ１０２の電話番号を受け付け、その電話番号に対応するＮＡＰＴＲ
リソースレコードをＥＮＵＭサーバ１０９に問い合わせる。ここでは、ＩＰ電話Ｂ１０２
に対応するＮＡＰＴＲリソースレコードが登録されていないものとする。ＩＰ電話Ａ１０
１から問い合わせを受けると、ＥＮＵＭサーバ１０９は、ＩＰ電話Ｂ１０２に対応するＮ
ＡＰＴＲリソースレコードが存在しない内容の応答を送出する。
【０１０６】
　ＮＡＰＴＲリソースレコードが存在しない内容の応答を受けると、ＩＰ電話Ａ１０１は
、ＣＡ１０６に対して「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを送出する。ＣＡ１０６は、この「Ｉ
ＮＶＩＴＥ」メッセージをＣＡ１０８に送出すると共に、ＩＰ電話Ａ１０１に「１００ｔ
ｒｙｉｎｇ」メッセージを送出する。同様に、ＣＡ１０８は、この「ＩＮＶＩＴＥ」メッ
セージをＩＰ電話Ｂ１０２に送出すると共に、ＣＡ１０６に「１００ｔｒｙｉｎｇ」メッ
セージを送出する。
【０１０７】
　ＩＰ電話Ｂ１０２は、この「ＩＮＶＩＴＥ」メッセージを受け取ると、「１００ｔｒｙ
ｉｎｇ」メッセージを送出した後、「１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ」メッセージをＣＡ１０８に
送出する。また、この「１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ」メッセージを送出すると共に、着信音を
鳴動させる。同様に、ＣＡ１０８は、この「１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ」メッセージをＣＡ１
０６に送出し、ＣＡ１０６は、この「１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ」メッセージをＩＰ電話Ａ１
０１に送出する。ＩＰ電話Ａ１０１では、この「１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ」メッセージに応
じて呼出音を鳴動させる。
【０１０８】
　着信音に応じてＩＰ電話Ｂ１０２においてオフフック動作等が検出されると、ＩＰ電話
Ｂ１０２は、これに応じてＣＡ１０８に対して接続許可を示す「２００ＯＫ」メッセージ
を送出する。同様に、ＣＡ１０８は、この「２００ＯＫ」メッセージをＣＡ１０６に送出
し、ＣＡ１０６は、この「２００ＯＫ」メッセージをＩＰ電話Ａ１０１に送出する。
【０１０９】
　この「２００ＯＫ」メッセージを受けると、ＩＰ電話Ａ１０１は、「ＡＣＫ」メッセー
ジをＣＡ１０６に送出する。同様に、ＣＡ１０６は、この「ＡＣＫ」メッセージをＣＡ１
０８に送出し、ＣＡ１０８は、この「ＡＣＫ」メッセージをＩＰ電話Ｂ１０２に送出する
。ＩＰ電話Ｂ１０２がこの「ＡＣＫ」メッセージを受け取ると、ＩＰ網を介してＩＰ電話
Ａ１０１とＩＰ電話Ｂ１０２との間で通話可能状態となる。
【０１１０】
　このようにＩＰ網を通話経路に用いて通話が行われる際には、宛先端末のＮＡＰＴＲリ
ソースレコードが登録されていない場合にＣＡ１０６及びＣＡ１０８で呼制御を行う。し
たがって、ＣＡ１０６及びＣＡ１０８による呼制御を宛先端末のＮＡＰＴＲリソースレコ
ードが登録されていない場合に限定することができるので、ＣＡ１０６及びＣＡ１０８の
負荷を軽減することができる。
【０１１１】
　このように本実施の形態に係るＩＰ電話システムにおいては、ＩＰ電話Ａ１０１からＩ
Ｐ電話Ｂ１０２に発呼する際、まず、ＥＮＵＭサーバ１０９に対してＮＡＰＴＲリソース
レコードを問い合わせる。そして、ＥＮＵＭサーバ１０９にＮＡＰＴＲリソースレコード
が登録されている場合には、その登録内容に従ってＩＰ電話Ｂ１０２との間で直接呼制御
を行った後にＥＮＵＭ網又はＰＳＴＮ網を介して音声通話が行われる一方、ＮＡＰＴＲリ
ソースレコードが未登録の場合にはＣＡ１０６を介してＩＰ電話Ｂ１０２との間で呼制御
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を行った後にＩＰ網を介して音声通話が行われる。これにより、ＣＡ１０６により行われ
る呼制御が低減されると共に、ＣＡ１０６による呼制御を必要としない、ＩＰ網経由の音
声通話が実現される。この結果、ＣＡ１０６の負荷を軽減しつつ、ＩＰ網を介した音声通
話の処理量を大きくすることができる。また、ＥＮＵＭサーバ１０９は、それ自体で呼制
御を行わず、ＮＡＰＴＲリソースレコードを返送するのみである。呼制御は、ＩＰ電話Ａ
１０１とＩＰ電話Ｂ１０２との間で行われるので、ＣＡ１０６と比較して構築に要するコ
ストを小さくすることができる。この結果、莫大なコストを必要としないでＩＰ電話シス
テムの更なる普及を実現することができる。
【０１１２】
　なお、本実施の形態においては、ＥＮＵＭ網を形成するＥＮＵＭサーバ１０９及びＥＮ
ＵＭサーバ１１１をそれぞれプロバイダＡ１０３及びプロバイダＢ１０４が備える場合に
ついて説明している。しかし、ＥＮＵＭサーバ１０９等をネットワーク上に構築できるの
であれば、必ずしもこれをプロバイダＡ１０３等が備える必要はない。すなわち、キャリ
アＡ１０５等がＥＮＵＭサーバ１０９等を備えるようにしてもよい。しかし、プロバイダ
Ａ１０５等がＥＮＵＭサーバ１０９等を備えることは実施の形態として好ましい。現在、
プロバイダは、キャリアが提供する設備等の貸与を受けてＩＰ電話システムを提供してい
るのが現状である。したがって、かかるＥＮＵＭサーバ１０９等を備え、ＩＰ電話システ
ムを提供する場合には、設備等の貸与に要していた費用を削減することができる。このた
め、ＩＰ電話システムの普及という観点からみると、かかるＥＮＵＭサーバ１０９等をプ
ロバイダＡ１０３等が備えた方がより迅速な対応が予想されるからである。
【０１１３】
　また、上記の説明においては、本発明に係るＩＰ電話システムにおけるＣＡ１０６等が
ＶｏＩＰプロトコルとしてＳＩＰのみを実行する場合について説明しているが、これに限
定されない。すなわち、ＶｏＩＰプロトコルとしてＨ．３２３を実行する場合についても
適用することできる。
【０１１４】
　なお、本実施の形態に係るＩＰ電話システムにおいて、音声とは人の話す声に限らず音
一般、音声帯域に変調されたモデム信号、ＦＡＸ信号であっても構わない。また、電話機
とはファクシミリ装置であっても構わない。
【０１１５】
　また、以上の説明におけるＩＰ電話は、総務省が定義し通信事業者が運用するＩＰ電話
や、ローカルなネットワーク又は自営網でのＴＣＰ／ＩＰ等のコンピュータ通信プロトコ
ルによるネットワークで実現されるものも含むものとする。
【産業上の利用可能性】
【０１１６】
　本発明に係るＩＰ電話システム、ＩＰ電話装置及び通話方法によれば、ＩＰ網上に設置
されたＣＡの負荷を軽減しつつ、莫大なコストを必要としないでＩＰ電話システムの更な
る普及を実現することができ、より利便性に優れたＩＰ電話システムを提供できる点で有
用である。
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
【図１】本発明の一実施の形態に係るＩＰ電話システムが適用されるネットワークの構成
を示す図
【図２】上記実施の形態に係るＩＰ電話システムを構成するＩＰ電話Ａの構成を示すブロ
ック図
【図３】上記実施の形態に係るＩＰ電話システムを構成するＥＮＵＭサーバの構成を示す
ブロック図
【図４】上記実施の形態に係るＥＮＵＭサーバのＤＢに登録されたＮＡＰＴＲリソースレ
コードの一例を示す図
【図５】上記実施の形態に係るＩＰ電話システムにおいて、ＩＰ電話ＡからＩＰ電話Ｂに
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発呼を行う場合の動作を説明するためのフロー図
【図６】上記実施の形態に係るＩＰ電話システムにおいて、ＥＮＵＭ網を用いてＩＰ電話
ＡとＩＰ電話Ｂとの間で通話する場合のシーケンスを示す図
【図７】上記実施の形態に係るＩＰ電話システムにおいて、ＰＳＴＮ網を用いてＩＰ電話
ＡとＩＰ電話Ｂとの間で通話する場合のシーケンスを示す図
【図８】上記実施の形態に係るＩＰ電話システムにおいて、ＩＰ網を用いてＩＰ電話Ａと
ＩＰ電話Ｂとの間で通話する場合のシーケンスを示す図
【図９】従来のＩＰ電話を用いた場合に利用される通話の経路を示す図
【図１０】従来のＩＰ網を介して通話を行う場合のシーケンスを示す図
【符号の説明】
【０１１８】
　１０１　ＩＰ電話装置Ａ（ＩＰ電話Ａ）
　１０２　ＩＰ電話装置Ｂ（ＩＰ電話Ｂ）
　１０６、１０８　ＣＡ
　１０９、１１１　ＥＮＵＭサーバ
　２０１　制御アダプタ
　２０２　電話機
　３０１　ＣＰＵ
　３０２　メモリ
　３０３　データベース（ＤＢ）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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